
カーボン・オフセット認証制度申請書 第 2.1 版 

2009 年 10 月 28 日改訂 

 

 

 
Ver            

 
 
 
 
 

 
 
 

カーボン・オフセット認証制度に基づく 

カーボン・オフセット認証申請書 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

案件名  

申請（事業）者名  

印 

 

 

申請日     年  月  日 

 

 

 

提出時は ver 1.0 としてください。 

その後、認証センターに提出するたび

に、ver1 .1, 1.2, … と記載してい

ってください。 

基本的に最新の申請書に基づいて記載してくだ

さい。されていない場合は書き直しをしていた

だくことがございます。なお、該当項目を勝手

に削除するなど、様式に改変を加えないでくだ

さい。 

申請書を記入する際には、別紙ṡ ṇ ḱ Ṣ（以下、実施要領）を必ず参照し

てください。 

 申請事業者は申請書Ver1.0 と申請資料を、気候変動対策認証センター（以下認証センター）に送付します。

別途設定される締切日 までに、資料が全て揃い、所定の申請料の入金確認が取れたことをもって認証セン

ターが申請を受理します。必要書類については、本申請書の※で記載されたものとなりますが、上記実施要領

に一覧と簡易な説明が掲載されていますので、合わせて参照してください。 

正午までにいただいたものについては、速やかに形式要件チェック（必要書類がそろっているかどうかのチェ

ック）を行い、申請者にメールまたはお電話で受理か否かの連絡をいたします。 

正午を過ぎてメールで送られてきたもの、配達されてきた申請書については直近の認証委員会による本審査の

対象とはなりません。 

予備審査の段階で、認証センターより申請事業者に確認を求めることがありますが、その回答によっては申

請書等の修正の必要が生じる場合があります。申請事業者より、委員会開催日前の事務局が指定する一定時期

までに、修正された申請書が頂けない場合は、直近の認証委員会による本審査の対象とはなりません。 

申請者の印を必ず押印してください。印鑑は認印で

も結構です。印鑑登録等の有無は問いません。 

本記載例は、10 月 28 日改訂版に沿ったものと

なっています。それ以降も、記載がしやすいよ

うに申請書が改訂されておりますので、まずは

最新の申請書をご参照ください。 
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A：案件の概要 

A-1 申請案件名 

 案件名※1  

 

 認証単位の要件への合致状況

※1
 

 

 

 

 

 

 

  

 

案件の概要 ※
2
 

 

 

 

 

 

 

 

対象期間 ※
3
 

□ 認証決定日～ 

□   年  月  日～ 

□～認証決定日翌年の月末日 

□～   年  月の月末日 

□～   年  月  日 

A-2 申請者名 ※4 

 申請（事業）者名 

（フリガナ） 

 

                          印 

                                         

 住所  

 代表者氏名  担当者氏名  

 担当者所属  担当者役職  

 
担当者 E-mail 

 担当者電話番

号 

 

A-3 申請代行事業者名 ※5 

 事業者名（フリガナ）  

                          印   

                             

 住所  

 代表者氏名  担当者氏名  

 担当者所属  担当者役職  

 申請書受領から予備審査の段階で、実施規則第 14 条の同一性条件に満たないと

して、案件の分割の必要が認められた場合、認証センターより申請事業者に遅滞

なくその旨を通知し、申請書の分割等に対応していただくことになります。申請

事業者より、委員会開催日前の事務局が指定する一定時期までに、分割された申

請書が頂けない場合は、直近の認証委員会による本審査の対象とはなりません。

なお、案件の分割に伴う手数料の変更、およびその振り込み期限については別途

認証センターより連絡がなされます。 

必ずどれかを選択してください。 

二つ以上を同時に選択しないでください。 

申請者の印を必ず押印してください。印鑑は認印で

も結構です。印鑑登録等の有無は問いません。 
複数の申請者がいる場合には、A-2

を適宜追加してください。 

 

オフセット対象となるバウンダリや、どのようなクレジットで何をオフセ

ットするのかを、必ず記入してください。文字数の制限はありませんが、

300 字程度の記載が多いです。 

申請代行事業者がいる場合は、質問等は主に認証セ

ンターと申請代行事業者とのやりとりになります。 
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担当者 E-mail 

 担当者電話番

号 

 

 カーボン・オフセット種別  □のうち、該当箇所に☑を記入願います。 

A-4 認証区分 □ Ⅰ－１ 商品使用・サービス利用オフセット 

□ Ⅰ－２ 会議・イベント開催オフセット 

□ Ⅰ－３ 自己活動オフセット 

□ Ⅱ   自己活動オフセット支援 

A-5 

認証のタイミング※6 

①【無効化（予定）日】    平成  年  月  日 

②【商品等販売、イベント開催等、活動の実施（予定）日】 

 平成  年  月  日 

①⇒②の場合：□ 事前認証時及び事後確認時 

②⇒①の場合：□ 事後認証時 

A-6 カーボン・オフセットの主体（帰

属先）※7 

□ 申請者 

□ 申請者の提供する商品・サービス等の購入者 

□ 申請者の主催する会議・イベント等への参加者 

□ その他（           ） 

その他説明： 

 

 

A-7 オフセット・プロバイダー  □のうち、該当箇所に☑を記入願います。 

 

プロバイダー利用 

□ すべてあんしんプロバイダー制度参加者のプロバイダーを利用する。 

□ あんしんプロバイダー制度参加者以外のプロバイダーを利用する。 

□ プロバイダーは利用しない。  

 事業者名（フリガナ）  

 住所  

 代表者氏名  担当者氏名  

 担当者所属  担当者役職  

 
担当者 E-mail 

 担当者電話番

号 

 

A-8 使用予定のラベル 

 ラベルの使用目的  

 使用方法*8  

 

 

 ラベルの大きさ  □大   □中   □小 

 ラベルのデザイン  □枠なし・白抜き  □抜き 

 ラベルの色  □ゴールド     □緑  □黒  □その他（     ） 

どちらに該当するかの判断にあたっては、

※6 の注意書きを参照してください。 

本案件について、カーボン・オフセットした、と主

張できる主体を明示してください。複数選択するこ

ともできますが、その場合はダブルカウントとなら

ないようにカーボン・オフセットの環境価値（オフ

セットしたクレジットの量）の帰属をどのように分

配するかについても「その他説明」のところに記載

してください。 

「あんしんプロバイダー制度参加者以外のプロバイダーを

利用する」場合や、「プロバイダーは利用しない」場合は、

認証センターがクレジットの取り扱いについて事務所訪問

等により、審査を行います。 

ラベル使用予定の印刷物等を列挙し、実際にラベルを貼付した画像等を

添付してください。また、ラベルが当該案件のみに使用され、かつ対象

期間（認証等の有効期間）を超えて使用されないかどうかの管理体制に

ついて示す文書（管理部署等を明示してください）を添付してください。 

ラベル使用予定の画像等がない場合は、いつ提出できるかも明示してく

ださい。ラベルを使用する場合は、認証番号（認証番号●●●といった

表現で結構です）と認証センターの URL（http://www.4cj.org/ ）を

付記することが必要となります。また、ラベル名称使用規程の第 5 条第

2 項を必ず熟読してください。 

 

複数選択はできません。ひとつのみの選択

としてください。 

http://www.4cj.org/
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 印刷する素材  

 

※1：申請案件名は、認証委員会により変更されることがある。実施規則第 14 条にある認証単位の要件を満たしていることを証明

し、複数である場合には案件数を記入すること 

※2：申請案件に係る関係者の役割分担が分かる図などを添付すること。 

※3：対象期間は、最長でも認証日以降認証決定日翌年の月末日までとする。 

※4：申請（事業）者のパンフレット等、事業内容の説明資料を別途添付すること。 

※5：申請代行事業者のパンフレット等、事業内容の説明資料を別途添付すること。また、申請代行事業者と申請（事業）者との間

で交わされた業務代行に係る契約を添付すること。 

※6：事前認証時および事後確認時：予備審査終了後（商品等販売後（イベント開催後））にクレジットの無効化手続きが完了する場合 

事後認証時：原則予備審査終了前（遅くとも商品販売開始時（イベント開催時））までにクレジットの無効化手続きが完了する場合 

※7：「カーボン・オフセットを行ったと主張できる者」を意味する。複数を指定する場合は、カーボン・オフセットの環境価値（オフセッ

トしたクレジットの量）の帰属をどのように分配するかについても説明すること。 

※8：ラベル使用予定の印刷物等を列挙し、実際にラベルを貼付した画像等を添付すること。また、ラベルが当該案件のみに使用

され、かつ対象期間（認証等の有効期間）を超えて使用されないかどうかの管理体制について示す文書を添付すること。 
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B：カーボン・オフセットの概要 

 排出量の認識 

B-1 排出量算定主体  

 

B-2 適格検証機関利用の有無＊

1 

□ あり（機関名：                  ） 

□ なし 

B-3 

計実区分 

□ 推計値 

（保守性を確保するための対策） 

 

□ 実績値 

B-4 

 

①算定範囲（バウンダリ）＊2  

 

 

B-5 

 

②排出量の算定方法 

 

【算定レベル】 

レベル   

（適用理由） 

 

【算定式】 

 

 

 

 

 

【活動量・排出係数とその根拠等】 

 

 

 

 

 

 

 

 

B-6 

 

③オフセット量の設定※3
  

 

適格検証機関リスト： 

http://www.4cj.org/label/verifier.html  

自己活動オフセット支援型の場合は、活動範囲や、そこからの排出量の

算定根拠・式・排出量を提供しているのは、●●●。提示された活動範

囲等とその排出量のうちどれを選択するかを決定するのは●●●購入

者、としてください。 

本認証案件に関する算定が、申請案件そのも

のの活動による値に基づく場合は実績値と

なりますが、たとえば同様のイベントで昨年

実測した値を用いて推計している、という場

合は推計値になります。 

保守性の考え方については、算定方法ガイド

ライン ver.1.1 の P.5 を参照してください。 

 
記載例：カーボン・オフセット対象活動か

ら生じる GHG 排出量の算定方法ガイドラ

イン ver1.1 P.7 のデシジョンツリーに則

りレベル 2 以上が妥当である。 

実際の算定には活動量に固有データを、

GHG 排出係数にデフォルト値を用いてお

り、レベル 2 の算定となっている。 

 

注意書：適用レベルが、算定方法ガイドラ

イン ver1.1 の P.7 の図 1 に基づく適用す

べきレベルと異なる場合は、その理由を下

記（適用理由）の部分に記載してください。 

レベルが混在している場合は、その旨を明

記し、また、それぞれの値につき、それぞ

れどのレベルなのかを分かるように明示

してください。 

算定方法ガイドラインver1.1 のP.10を熟

読してください。 

根拠としているデータや、排出係数の引

用元（URL、書籍等）を明示してくださ

い。なお、排出係数については、算定方

法ガイドラインver1.1 のP.10にあるよう

に、引用対象となるものとしては、科学

論文や官公庁からの発行物等が対象にな

ります。 

記載例）オフセット総量○kg-CO2= 商品 1 つあたり○kg ×○個販売  

なお、ここで設定したオフセット量（申請オフセット量）と商品等の出

荷量・販売量が見合っているかどうかのモニタリング方法・体制、およ

び申請オフセット量を超える場合の対応（販売停止、あるいはクレジッ

ト追加調達の上再申請等）について示す文書を添付してください。 

バウンダリの中で、主要排出源が何か

を特定してください。 

例）本商品製造の主要排出源は染色工

程における排出量です、など。 
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B-7 

 

④算定範囲及び算定排出

量についての情報提供（認

証区分Ⅱのみ） 

 

 

 

 

 削減努力の実施 

B-8 

計実区分 

①申請者自身   □ 計画   □ 実績 

②区分ごとの対象 □ 計画   □ 実績 

③消費者への促進 □ 計画   □ 実績 

B-9 

 

①申請者自身の排出量の

削減取組※4
 

 

 

 

B-10 

 
②区分ごとの対象に係る排

出量の削減取組（認証区分

Ⅰのみ） 

 

 

 

 

B-11 

 

③消費者等に対する排出量

の削減努力の促進に関する

取組 

（認証区分Ⅰ－１、Ⅰ－２、

Ⅱのみ） 

 

 

 

 

 

 クレジットの調達等 

B-12 

 ①クレジットの種類 

□ 京都クレジット（種類：       ） 

□ オフセット・クレジット（J-VER） 

□ JVETS の排出枠 

B-13 

 

②クレジットの調達（無効

化）に係る契約＊5
 

契約（予定）日：    年  月  日 

調達（予定）日：    年  月  日 

その他契約内容： 

 

 排出量の埋め合わせ（無効化） 

B-14 

 
①オフセットに用いるクレジ

ット量 

        ｔ 

 

 

 

 

オフセットの対象となる活動内容（選択式でも可とする）とそ

の排出量をわかりやすく示した、ウェブサイトの URL 等を示

してください。案の段階の場合は、別紙等で添付してください。

また、その公開予定日時を明示してください。 

既存の法的枠組での取組状況のほか、認証区分 I-3 の場合、申請者

が環境マネジメントシステムの認証を受けているあるいは構築して

いること、又は対象活動範囲外における削減取組以外に排出量の削

減効果のある何らかの取組を実施していること、のいずれかを示し、

その証明となる文書を添付する必要があります。 

具体的法令等については、第三者認証基準の P11 を参照してくださ

い。なお、法的枠組みで求められている義務については列挙のうえ、

その対応の有無を記載してください。特に義務がない場合は、その

旨を明示してください。義務を履行している場合は、その証明とな

る文書を添付してください。 

これから締結予定であれば、現段階の案でもかまいません

ので、その旨明記して、案を提出してください。 
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B-15 

 

②クレジットの詳細情報※6
 

（認証基準 P18②） 

 

 

 

 

 

 

 

B-16 

 
③クレジットの無効化の方

法※7
 

【無効化（予定）日】 平成  年  月  日 

【方法】 

 

 情報提供 

B-17 

 

①情報提供のツール一覧

と、その提供時期※8
 

 

 

 

B-18 

 

②算定量に関する公的制度

等への反映の有無※9
 

算定量に関する公的制度等に参加している場合、制度名をすべて記

載してください。 

（          制度） 

 

B-19 

 

③4CJウェブサイ等※10
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※1：適格検証機関とは、申請時点において、京都メカニズムにおける指定運営組織（DOE）又は認定独立組織（AIE）として登録さ

れている機関を指す。 

※2：バウンダリ内における主要な排出源を特定し、明示すること。 

※3：ここで設定したオフセット量（申請オフセット量）と商品等の出荷量・販売量が見合っているかどうかのモニタリング方法・体制、

および申請オフセット量を超える場合の対応（販売停止、あるいはクレジット追加調達の上再申請等）について示す文書を添

付すること。 

※4：既存の法的枠組での取組状況のほか、認証区分 I-3 の場合、申請者が環境マネジメントシステムの認証を受けているあるい

は構築していること、又は対象活動範囲外における削減取組以外に排出量の削減効果のある何らかの取組を実施しているこ

と、のいずれかを示し、その証明となる文書を添付すること。なお、法的枠組みで求められている義務については列挙のうえ、

その対応の有無を記載すること。特に義務がない場合は、その旨を明示すること。義務を履行している場合は、その証明とな

る文書を添付すること。 

※5：契約書の写しを添付すること。 

※6：クレジットと用途の対応関係が管理されている帳簿等の写しを添付すること。 

※7：無効化日については、事前認証・事後確認の際には予定日を記載すること。京都クレジットの場合、無効化の方法として償却

か取消かを明示すること。 

※8：当該認証制度による認証ラベル等を使用する可能性のある、情報提供ガイドラインにおいて求められる内容を記載した情報

提供案（包装、チラシ、ホームページ案等）を必ず一つ以上添付し、広告、販売時、販売後のいずれのタイミングで用いること

かならず当該部分を読んで、該当部分の基準を満たしてい

るクレジットの取り扱いを行っていることを証明してくだ

さい。 

京都クレジットの場合は、取消か、償却かを明示してくだ

さい。その他のクレジットの場合は、「無効化口座へ移転」

といった書き方で結構です。 

情報提供ツール（包装、チラシ、ポスター、ウェブ等）の種類と作成予定日の一覧、

ならびに、広告、販売時、販売後のいずれのタイミングで用いることを想定してい

るかを明示してください。 

また、どの種類でも構いませんので、かならず 1 つ以上の案を提出してください。 

情報提供ガイドラインに、オフセットの類型および販売形態別に記載され

ている情報提供項目一覧に掲載されている項目が、すべて掲載されている

必要があります。情報提供ガイドラインの該当する表等を熟読してくださ

い（例えば、情報提供ガイドライン P.21 の表 5、P.36 の表 7 など）。 

なお、オフセットの主体（オフセットしたと主張できる主体）についても、

忘れずに記載してください。 

記載例： 

【カーボン・オフセットに関する説明】 

カーボン・オフセットとは・・・・・・ 

【オフセットの対象（範囲）】 

・・・・ 

【算定量・算定方法】 

・・・・ 
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を想定しているかを明示すること。 

※9：温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度や、公的機関の実施する排出量取引制度に類似した制度等を指す。制度等に参

加している場合、クレジットの用途として、当該申請案件のカーボン・オフセットに用いるものと、制度等に用いるものと、どのよ

うに区別・管理しているかを示す文書を提出すること。 

※10：情報提供ガイドラインに示される情報提供項目を網羅し、かつ同ガイドラインに沿った内容とすること。また、オフセットを行っ

たと主張する主体についても記載すること。複数の主体がカーボン・オフセットを行ったと主張できる場合は、その旨記載する

こと。 
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C：その他 

C-1 案件に関連する許認可・合法性

の証明 ※1 

 

 

C-2 案件に関連する環境対策の内

容、環境性能 ※1 

 

 

C-3 

案件に関連する関係者の状況 ※1 

 

 

 

※1：関連法令等によって実施が求められていない場合は省略可。 

 

商品であれば、当該商品製造に係る各種規制（大気汚染、

水質汚濁、廃棄物に関連する規制等）、イベントであれば

道路使用許可証といったものになります。 

案件ごとに異なるため、関連すると思われるものはすべて

記載してください。 

C-1 で列挙した法律のなかで、環境に関連する部分につい

てどのような対策を取っているか、（製品等の場合）案件

の環境性能に問題がないかどうかについて記載してくだ

さい。 

環境対策、環境性能の管理・確認体制について記載してく

ださい。（●社●部署が情報統括責任部署で、●●に報告

し、●●による検査を受けている、等） 

また、近隣住民等への説明会を開催している場合は、その

内容を記載してください。 
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D：手数料計算 

審査料、認証等使用料 

審査料・更新審査料 □ 84,000 円 

  (税抜  80,000 円)（案件/年） 

□審査料に限り、申請が早期受理された場合
※1 

63,000 円 (税抜 60,000 円)  

認証等使用料（案件/年） 

 

□ （対象売上高×0.1％）※２ 

売上高計画額           円 

認証等使用料           円 

□ ただし以下の固定額を選択することもできる 

294,000 円 (税抜 280,000 円) 

特定審査料割増※3（案件/年） 

①あんしんプロバイダー制度参加者を利用しない、かつ②

J-VER 登録簿を用いて無効化しない場合は加算すること 

□ ＋178,500 円 (税抜 170,000 円) 

事前認証・事後確認型利用割増（案件/年） □ ＋210,000 円 (税抜 200,000 円) 

適格検証機関利用割引※4（案件/年） □ －21,000 円 (税抜  20,000 円) 

算定支援サイト※5確認割増（サイト/年） □ ＋157,500 円 (税抜  150,000 円) 

小計                 円 

登録料 

年間登録料（参加者/年） 

初回登録または更新の場合加算すること 

□ 157,500 円 (税抜 150,000 円) 

 

既登録の場合、登録番号と登録期限 

                     

新規登録料（参加者/年） 

初回登録の場合のみ加算すること 

□ 105,000 円 (税抜 100,000 円) 

登録月延長料（参加者/月） □  13,125 円 (税抜 12,500 円) 

小計                 円 

総計                 円 

※1：事務局の提示する委員会開催予定日より 20 営業日前までに書類を受理した場合に適用する。 

※2：認証利用料は1,000円未満切捨て、上限額200万円、下限額2万円とし、それぞれ消費税を加算する。対象売上高は申請時

においては計画額とし、利用期間終了後実績額をもとに差額を精算する。 

※3：特定審査料割増とは、①あんしんプロバイダー制度参加者を利用しない、かつ②J-VER 登録簿を用いて無効化しない場合の

割増審査料である。一定の要件を満たす類似の複数案件を、同時期に、同一プロバイダー・同一登録簿を利用した場合、

2 件目以後の申請については割増を適用しない。 

※4：当面の間、適格検証機関は、申請時点において、京都メカニズムにおける指定運営組織（DOE）又は認定独立組織（AIE）とし

て登録されている機関を指す。 

※5：算定支援サイトとは、インターネット等において、排出量算定を行う計算機能を付して、算定量に応じた、主に個人のカーボ

ン・オフセットの取組を可能にしているサイトをいう。 


